
相　談 日　時 場　所 問い合わせ
総
合
行
政

相
談

大田原地区 ４月27日（月） 10:00～15:00 大田原市福祉センター
市情報政策課  　２階

（２３）８７００黒羽地区 ５月13日（水） ９:30～12:00 黒羽・川西地区公民館
湯津上地区 ５月13日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

人
権
相
談

大田原地区 ４月20日（月） 9：30～12：00 大田原市福祉センター
市総務課　  ２階
（２３）１１１１黒羽地区 ５月13日（水） 9：30～12：00 黒羽・川西地区公民館

湯津上地区 ５月13日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

 

心
配
ご
と
相
談

大田原地区 毎週金曜　　 9:00～12:00 大田原市福祉センター 市社会福祉協議会　
（２３）１１３０

湯津上地区 毎月第１水曜 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター 〃　湯津上支所
（９８）３７１５

黒羽地区 毎月
第１･３木曜 ９:00～12:00 社会福祉協議会黒羽支所 〃　　黒羽支所

（５４）１８４９

広域無料法律相談
（要予約）

毎月第２木曜 　13:30～ トコトコ大田原3階
市民交流センター

市総務課　  ２階
（２３）１１１１（予約は第１木曜から受け付けます）

市民無料法律相談
（要予約）

毎月第４水曜   13:30～
大田原市福祉センター 市総務課　  ２階

（２３）１１１１（予約は第３水曜から受け付けます）
公正証書（法律）無料相談
（要予約）

毎月第４水曜 10:00～12:00
13:00～16:00 大田原公証役場 大田原公証役場

（２３）０６６６

栃木県交通事故相談
毎週水･金曜 9:00～16:00 栃木県庁那須庁舎

那須県民相談室
交通事故相談用電話

（２３）１５５６（年末年始・祝日を除く）
不動産無料相談会
（要予約）

４月23日（木）
13:30～15:30 不動産会館県北支部

（黒磯文化会館前）
（公社）宅建協会県北支部

０２８７（６２）６６７７５月８日（金）
自殺予防いのちの電話
フリーダイヤル 毎月10日８:00～11日８:00 ― フリーダイヤル

０１２０（７３８）５５６
子育てに関する相談
ＤＶ･離婚に関する相談

月～金
（祝日を除く） 8:30～16:00 子育て相談室

（市役所東別館１階）
市子ども幸福課  　１階

（２４）０１１２
■働く人のメンタルヘルス相談
相談日…毎月第３水曜（土・日を除く 3 日前までに予約）
場　所…大田原労政事務所（栃木県那須庁舎 1 階）
時　間…13：30 ～ 16：30（１回の相談時間は約 50 分間）

職場でストレスやメンタルヘルス不調を抱えている方、その
ご家族や会社の上司・同僚からのご相談に、産業カウンセラー
が無料で応じています。（秘密は厳守します。）

問 大田原労政事務所　　（２２）４１５８

■とちぎジョブモール巡回相談
相談日…毎月第 1 木曜（前日 17:00 までに予約）
場　所…栃木県那須庁舎第三会議室
時　間
▶セミナー　10：30 ～ 12：00

就職活動の心構えや履歴書の書き方、面接の受け方など
をテーマに開催します。（先着 15 名）

▶総合相談　13：00 ～ 16：00
就職に関する悩みなどについて、アドバイスや情報提供
を行う専門相談窓口をご案内します。

問大田原労政事務所　　（２２）４１５８
■精神保健福祉クリニック
相談日…４月 23 日（木）
場　所…県北健康福祉センター（住吉町２-14-９）
時　間…13：30 ～ 15：00

こころの悩みを抱えている方やそのご家族を対象に、精神科
医・保健師が相談に応じます。（要予約）

問 県北健康福祉センター　　（２２）２２５９

各種相談 ※開催日時は、４月15日（水）～５月14日（木）の期間のものを掲載しています。

消費生活センター情報 消費生活センターからの電話？

■相談事例■
　生活センターを名乗る男から、「現在、不審な電話が多く、
情報の売買が行われているため、気をつけて下さい。怪しい
名簿に登録されないように、手続きして良いですか。」という
電話があったため、「手続きして良い」と答えてしまった。
　後から不審に思い、不安になった。
　本当に消費生活センターが電話を掛けたのか。

■アドバイス■
　消費生活センターは、新聞や広報などで事前に周知するこ
となく個人宅に啓発などの電話をかける事はありません。
　もし、電話があった場合には、①取り合わない。②個人情
報は話さない。③すぐ電話を切る。
　何度もしつこく電話がかかる場合には、消費生活センター
など公の機関に相談してください。

大田原市消費生活センター（住吉町１-９-37）　　　　（23）6236　受付時間…9:00～12:00､13:00～16:00（土・日・祝日を除く）
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平成27年度狂犬病予防集合注射のお知らせ 問生活環境課　　１階　　（２３）８８３２

　｢狂犬病予防法｣により生後 91 日以上経過した犬には
年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
　お近くの会場、または、都合のよい会場で接種してくだ
さい。雨天でも実施しますが、天候や犬の体調を考慮し
た上でお越しください。犬の体調がすぐれない場合は、
動物病院での接種をお願いします。
　その際、栃木県獣医師会会員でない病院などで接種し
た場合は注射済票が交付されませんので、注射済証明書
を持参の上、市役所（本庁・各支所）窓口で注射済票の交
付（手数料 550 円）を受けてください。

※法律により注射済票を犬に装着することが義務付けら
れています。

　なお、犬の登録をしている飼い主の方には｢集合注射案内
のハガキ｣をお送りしますので、当日ご持参ください。
　また、新規登録も受け付けますので、未登録の犬も登
録後に接種できます。
　ご来場の際は、首輪が抜けないようご注意ください。

（首輪がゆるいと、後ずさりで引っ張られるとはずれて
しまいます。）
●料金…▶注射料金：3,500 円▶新規登録料金：3,000 円
　　　　（料金はいずれも現金のみ）

期　日 時　間 会　場

4 月

14 日（火）

９:10 ～ ９:30 片田集会所
10:00 ～ 10:20 須佐木下組公民館
10:40 ～ 11:00 須賀川出張所
11:25 ～ 11:40 須賀川中組公民館
13:20 ～ 13:40 ニュー百億跡地（コメリ黒羽店向い）
14:10 ～ 14:30 桧木沢集落センター
15:00 ～ 15:15 羽田公民館

4 月

15 日（水）

 ９:10 ～９:35 ふれあいの丘駐車場（福原）
10:05 ～ 10:20 倉骨笹原集落センター
10:50 ～ 11:15 旧ＪＡ金丸支所
11:30 ～ 11:45 上奥沢公民館
13:20 ～ 13:40 親園ほほえみセンター（旧地区公民館）
14:05 ～ 14:20 野崎ニュータウン第３公園
14:40 ～ 15:10 中薄葉公民館

4 月

16 日（木）

 ９:10 ～ ９:40 美原公園南駐車場
10:00 ～ 10:20 加治屋集落センター
10:40 ～ 11:00 大田原西地区公民館
11:20 ～ 11:40 大田原東地区公民館
13:15 ～ 13:40 光真寺駐車場
14:00 ～ 14:15 紫塚ニュータウン公民館前公園
14:35 ～ 14:55 明宿公民館（旧地区公民館）
15:15 ～ 15:30 市野沢集落センター

期　日 時　間 会　場

4 月

18 日（土）

 ９:20 ～ ９:50 佐久山地区公民館
10:20 ～ 11:00 野崎研修センター（野崎地区公民館）
11:30 ～ 11:50 上石上集落センター
13:30 ～ 14:10 金田北地区公民館
14:40 ～ 15:00 金田南地区公民館

4 月

19 日（日）

９:10 ～９:40 勤労青少年ホーム ( 美原 1 丁目 )
10:20 ～ 11:30 保健センター
13:20 ～ 13:40 農村環境改善センター（親園地区公民館）
14:10 ～ 15:00 大田原市役所

4 月

25 日（土）

 ９:20 ～９:50 佐良土多目的交流センター
10:10 ～ 10:25 蛭畑倉庫
10:50 ～ 11:05 上蛭田集落センター
11:30 ～ 11:45 片府田生活センター
13:20 ～ 13:40 湯津上農村環境改善センター
14:00 ～ 14:30 湯津上小学校
14:50 ～ 15:10 狭原公民館

4 月

26 日（日）

 ９:20 ～ ９:40 寒井本郷集会所
10:10 ～ 10:50 両郷出張所（コミュニティーセンター）
11:20 ～ 11:40 北区集会所（北野上）
13:20 ～ 14:00 黒羽支所
14:35 ～ 15:00 蜂巣集落センター

ペットを飼う前に…
命を見送るまで飼うことができるか考えてみてください。
　市には、ペットに関する相談が数多く寄せられます。その中に、「ペットとして飼っていたけれど事情により飼うこ
とができなくなった。どうしたらよいか。」という相談があります。
　どうしても飼えなくなってしまった場合、飼主自身でペットの新しい飼主を探していただくようになりますが、新しい
飼主を見つけることは簡単ではありません。
　これからペットを飼いたいと思っている方や飼う予定の方に、ペットを飼う前に最低限確認して欲しいことがあります。
　下記のチェックシートで自分の状況を確認していただき、もし、ひとつでも『いいえ』があった場合は、もう一度、今
飼う必要があるのかを考えてみてください。

①ペットにしようとしている動物の習性や飼い方、寿命や大人になったときの大きさを知っていますか？
②ペットを飼うことのできる住居ですか？
③ペットを飼うために必要なスペースや用品は準備できますか？
④ペットの餌代、ワクチン代、医療費、ペット用品代などの必要な費用を生涯にわたり支払えますか？
⑤毎日欠かさず、ペットの世話に時間と手間をかけられますか？
⑥あなたの体力で世話ができるペットですか？
⑦将来ペットが年をとって介護が必要になることも含めて、家族が理解し飼う事に賛成していますか？
⑧家族の中に動物アレルギーを持つ人はいませんか？
⑨引越しや進学、就職、結婚などにより、ペットを手放すことはないですか？
⑩万が一、飼えなくなったときの事を考えていますか？

東東別館「安心･しあわせ館」
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Ａ仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」
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